
１９９４年の関税及び貿易に関する一般協定 第１９条

（１９９４年ＧＡＴＴ第１９条）

第１９条 特定の産品の輸入に対する緊急措置

１(ａ) 締約国は、事情の予見されなかつた発展の結果及び自国がこの協定に基いて負う義務(関税譲許を含む。)の効

果により、産品が、自国の領域内における同種の産品又は直接的競争産品の国内生産者に重大な損害を与え又は

与えるおそれがあるような増加した数量で、及びそのような条件で、自国の領域内に輸入されているときは、そ

の産品について、前記の損害を防止し又は救済するために必要な限度及び期間において、その義務の全部若しく

は一部を停止し、又はその譲許を撤回し、若しくは修正することができる。

(ｂ) 特恵譲許の対象となつている産品が締約国の領域内に(a)に定める事情の下に輸入され、その結果、その特恵

を受けているか又は受けていた他の締約国の領域内における同種の産品又は直接的競争産品の国内生産者に重大

な損害を与え又は与えるおそれがある場合において、当該他の締約国の要請を受けたときは、輸入締約国は、当

該産品について、前記の損害を防止し又は救済するために必要な限度及び期間において、該当の義務の全部若し

くは一部を停止し、又は譲許を撤回し、若しくは修正することができる。

２ 締約国は、1の規定に従つて措置を執るに先だち、提案する措置についてできる限り早目に書面により締約国団に

通告しなければならず、また、自国と協議する機会を、締約国団及び当該産品の輸出国として実質的に利害関係を有

する締約国に与えなければならない。特恵譲許について前記の通告を行うときは、その通告には、その措置を要請し

た締約国の名を掲げなければならない。遅延すれば回復しがたい損害を生ずるような急迫した事態においては、1の

規定に基く措置は、事前の協議を行うことなく暫定的に執ることができる。ただし、その措置を執つた後直ちに協議

を行うことを条件とする。

３(ａ) 前記の措置について関係締約国間に合意が成立しなかつた場合にも、締約国は、希望するときは、その措置を

執り、又は継続することができる。また、その措置が執られ、又は継続されるときは、それによつて影響を受け

る締約国は、その措置が執られた後９０日以内に、かつ、締約国団が停止の通告書を受領した日から３０日の期

間が経過した時に、その措置を執つている締約国の貿易に対し、又は1(b)に定める場合にはその措置を要請して

いる締約国の貿易に対し、この協定に基く実質的に等価値の譲許その他の義務で締約国団が否認しないものの適

用を停止することができる。

(ｂ) (a)の規定にかかわらず、締約国は、事前の協議を行うことなく2の規定に基いて措置が執られ、かつ、その措

置がその影響を受ける産品の国内生産者に対して自国の領域内において重大な損害を与え又は与えるおそれがあ

る場合において、遅延すれば回復しがたい損害を生ずるおそれがあるときは、その措置が執られると同時に、及

び協議の期間を通じて、損害を防止し又は救済するために必要な譲許その他の義務を停止することができる。
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